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(54)【発明の名称】 超音波治療プローブ及び超音波治療装置

(57)【要約】
【課題】  1つの治療プローブで異なる深度の治療部位
に治療用超音波を照射できるようにすること、及び診断
像で治療部位を実質的に観察しながら、超音波治療する
ことを可能にする。
【解決手段】  治療プローブ１を診断用探触子２と治療
用振動子３とこれらを支持する支持部とを有して形成
し、治療用振動子３を複数の振動素子に分割して形成
し、各振動素子に供給する駆動信号の供給タイミングを
制御することにより、各振動子から射出される超音波が
収束する焦点位置を自由に変える。診断用探触子２の超
音波ビームの走査面上に治療用振動子３の超音波ビーム
の焦点を位置させることにより、診断像で治療部位を実
質的に観察しながら、超音波治療する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  診断用探触子と、治療用振動子と、前記
診断用探触子及び前記治療用振動子を支持する支持部と
を有してなり、前記治療用振動子は複数の振動素子に分
割して形成され、該各振動素子は、それぞれ駆動信号が
供給される配線に接続されてなる超音波治療プローブ。
【請求項２】  前記治療用振動子の各振動素子に供給す
る駆動信号の位相を調整して、前記各振動素子から射出
される超音波が収束する焦点位置を可変する可変フォー
カス制御部を備えてなる請求項1に記載の超音波治療プ
ローブ。
【請求項３】  診断用探触子に超音波の駆動信号を出力
する送波回路と、前記診断用探触子から出力される受信
信号を取り込んで処理する受波回路と、該受波回路で処
理された受信信号に基づいて診断画像を生成する画像処
理部と、該画像処理部で生成された前記診断画像を表示
する表示部と、複数の振動素子が配列された治療用振動
子の各振動素子に供給する超音波の駆動信号を出力する
治療送波回路と、前記送波回路と前記受波回路と前記画
像処理部と前記治療送波回路とを制御する制御部とを備
え、該制御部は、前記治療送波回路を制御して前記各振
動素子に供給する前記駆動信号の位相を調整し、前記各
振動素子から射出される超音波ビームの焦点位置を制御
する手段を備えてなる超音波治療装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、体内の病変部に高
エネルギ超音波を照射して治療を行なうのに好適な超音
波治療プローブ及び超音波治療装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】生体内の病変部を治療する方法として、
体外から高エネルギの超音波を病変部に照射し、病変部
を加熱凝固させたり、焼灼することにより治療すること
が提案されている。この超音波治療においては、超音波
診断像を撮像するための診断用探触子と、撮像された診
断像により特定される病変部に高エネルギの超音波を照
射するための治療用振動子とを、一体に組み込んで形成
された超音波治療プローブ（以下、単に治療プローブと
いう）が用いられる。
【０００３】治療用振動子は、従来、超音波の射出面を
曲率半径Ｒを有する曲面に形成し、その射出面から放射
される超音波ビームをその曲率中心（焦点）に収束さ
せ、その焦点に治療部位を合せることにより、治療部位
に照射する超音波エネルギを高めることが提案されてい
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、曲面を
有する治療用振動子を1枚の面状の振動子で形成する
と、治療部位は振動子の曲率Ｒで決まる位置（一点）に
固定されてしまう。そのため、焦点距離Ｒが異なる複数
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種類の治療プローブ又は治療用振動子を用意しておき、
診断用探触子を用いて診断した治療部位の深度に合わせ
て、治療プローブ又は治療用振動子を交換しなければな
らない。その結果、診断から治療までに時間がかかるこ
とになり、患者に苦痛をあたえるおそれがある。
【０００５】また、一般に、治療プローブは使い勝手の
点から携帯型であるから、診断と治療の時相（時点）が
異なると、手ぶれなどにより治療すべき部位とは異なる
部位に治療用超音波を照射するおそれがある。
【０００６】本発明は、1つの治療プローブで異なる深
度の治療部位に治療用超音波を照射できるようにするこ
とを課題とする。
【０００７】また、診断像で治療部位を実質的に観察し
ながら、超音波治療することを可能にすることを他の課
題とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明の治療プローブ
は、診断用探触子と、治療用振動子と、前記診断用探触
子及び前記治療用振動子を支持する支持部とを有してな
り、前記治療用振動子は複数の振動素子に分割して形成
され、該各振動素子は、それぞれ駆動信号が供給される
配線に接続されてなることを特徴とする。
【０００９】このように構成される治療プローブによれ
ば、治療用振動子の各振動素子に供給する駆動信号の位
相を調整することにより、各振動子から射出される超音
波が収束する焦点位置を自由に変えることができる。し
たがって、一つの治療プローブで異なる深度の治療部位
に治療用超音波を照射することができる。
【００１０】また、本発明の超音波治療装置は、診断用
探触子に超音波の駆動信号を出力する送波回路と、前記
診断用探触子から出力される受信信号を取り込んで処理
する受波回路と、該受波回路で処理された受信信号に基
づいて診断画像を生成する画像処理部と、該画像処理部
で生成された前記診断画像を表示する表示部と、複数の
振動素子が配列された治療用振動子の各振動素子に供給
する超音波の駆動信号を出力する治療送波回路と、前記
送波回路と前記受波回路と前記画像処理部と前記治療送
波回路とを制御する制御部とを備え、該制御部は、前記
治療送波回路を制御して前記各振動素子に供給する前記
駆動信号の位相を調整し、前記各振動素子から射出され
る超音波ビームの焦点位置を制御する手段を備えてなる
ことを特徴とする。
【００１１】上記の場合において、治療用振動子は、超
音波射出面を平面状又は凹曲面状に形成することができ
る。また、治療用振動子は、幅方向と長手方向とを有
し、長手方向を複数に分割して形成することが好まし
い。この場合、幅方向の射出面に凹状の曲率を持たせる
ことが望ましい。また、治療用振動子と診断用探触子は
一体構造に形成することが望ましい。特に、診断用探触
子から射出される超音波ビームの走査面に、治療用振動
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子から射出される超音波ビームの焦点が位置するように
一体形成することが好ましい。
【００１２】
【実施の形態】以下、本発明を実施の形態に基づいて説
明する。図1に本発明に係る超音波治療プローブの構成
図を示し、図２にその超音波治療プローブによる治療部
位の調整動作の説明図を示す。
【００１３】図１に示すように、治療プローブ１は、診
断用探触子２と、治療用振動子３と、プローブ支持部４
と、プローブカバー５と、可変フォーカス制御部６を有
して形成されている。診断用探触子２は、周知の超音波
診断装置に用いられるものと同様、例えばコンベックス
型のように、複数の振動子を一列に配列して形成され、
プローブ支持部４に取り付けられている。治療用振動子
３は、複数の振動素子３

１
、…、３

ｎ
を診断用探触子２

の両側に分けて対称的に配列して、プローブ支持部４に
取り付けられている。つまり、診断用探触子２と治療用
振動子３はプローブ支持部４に一体に形成されている。
また、複数の振動素子３

１
、…、３

ｎ
の超音波射出面

は、凹状の曲面を形成するように配列されている。な
お、図示例では、診断用探触子２の振動子の配列方向に
対し、治療用振動子３の複数の振動素子の配列方向を直
交させているが、本発明はこれに限られるものではな
い。
【００１４】このように形成された診断用探触子２と治
療用振動子３の前面には、生体の音響インピーダンスと
マッチングが取り易い物質で形成されたプローブカバー
５が取り付けられている。そして、プローブカバー５の*

4
*内側には、超音波が透過し易いように脱気水などの媒質
が満たされている。プローブ支持部４は手で把持するこ
とができるような形状に形成されている。これにより、
治療プローブ１を手で持ちながら治療を行なうことがで
き、治療の自由度が大きい。
【００１５】可変フォーカス制御部６は、治療用振動子
３を駆動する超音波駆動パルスを各振動素子３

１
、…、

３
ｎ
に供給するものである。特に、可変フォーカス制御

部６は、各振動素子３
１
、…、３

ｎ
に供給する駆動パル

スの位相を調整して、各振動素子３
１
、…、３

ｎ
から射

出される超音波により形成されるビームの焦点位置を治
療部位７に制御する。
【００１６】ここで、可変フォーカス制御部６により超
音波ビームの焦点位置を可変制御する動作原理につい
て、図２を参照しながら説明する。図２は、治療用振動
子３を模式的に示したものである。また、各振動素子３

１
、…、３

ｎ
は、それぞれ大きさを有する振動子である

が、それぞれの振動子から射出される超音波は、図に×
印で示した点音源から射出されるものとして近似する。
治療用振動子３の中心位置にある振動素子３

ｍ
を座標の

中心とし、その座標を（０,０）とする。そして、治療
部位７を振動素子３

ｍ
から鉛直方向に距離Ｌ

ｍ
離れた座

標（０、Ｌ
ｍ
）の位置とする。任意の振動素子３

ｍ＋１

の点音源座標を（ｘ
１
、ｙ

１
）とすると、その点から治

療部位８までの距離Ｌ
ｍ＋１
は、次式（１）で表わされ

る。
【００１７】

    Ｌ
ｍ＋１
＝√（ｘ

１

２+(Ｌ
ｍ
-ｙ

１
) ２）                         

 （１
）ここで、超音波の伝搬媒質の音速をＣとすると、振動素

子３
ｍ
から治療部位７に達する超音波の伝播時間Ｔ

ｍ
は

Ｔ
ｍ
＝Ｌ

ｍ
／Ｃ

で表わされ、任意の振動素子３
ｍ＋１
から治療部位８に

達する超音波の伝播時間Ｔ
ｍ＋１
は

Ｔ
ｍ＋１
＝Ｌ

ｍ＋１
／Ｃ

で表わされる。いま、Ｔ
ｍ＋１
＞Ｔ

ｍ
とすると、伝播時

間は振動素子３
ｍ
よりも振動素子３

ｍ＋１
からの方が余

分にかかるので、その時間差τ
ｍ＋１
＝Ｔ

ｍ＋１
―Ｔ

ｍ

だけ振動素子３
ｍ＋１
から超音波を先に射出すると、治

療部位７に同時刻に超音波が到達することになる。全て
の各振動素子について同様の計算を行ない、治療部位７
に同時刻に超音波が到達するように、各振動素子からの
超音波の射出タイミングを制御する。これにより、各振
動素子からの超音波が治療部位７に収束し、その部位に
強力な超音波エネルギが与えられることになる。そし
て、治療部位７の位置が変化して、Ｌ

ｍ
が変化した場合

は、上述の計算により各振動素子から超音波を射出する
タイミング、つまり各振動素子を駆動する超音波パルス
の印加タイミングを制御すればよい。

【００１８】次に、上記実施形態の治療プローブを適用
した超音波治療装置の実施形態を図３に示す。図２にお
いて、図１の実施形態と同一の機能、構成を有する部品
等には、同一の符号を付して説明を省略する。治療プロ
ーブ１の治療用振動子３には、治療パルス発生回路１１
で発生された超音波パルスが、治療波遅延回路１２と増
幅器１３を介して供給されるようになっている。つま
り、治療波遅延回路１２において各振動素子用に遅延制
御されるとともに、増幅器１３によって高エネルギの駆
動パルスに変換されて各振動素子用に供給される。な
お、治療波遅延回路１２と増幅器１３は、基本的に、図
１に示した可変フォーカス制御部６に対応する。
【００１９】一方、治療プローブ１の診断用探触子２に
は、診断パルス発生回路２１から発生された診断用の超
音波パルスが診断送波遅延回路２２においてフォーカス
処理され、増幅器２３において増幅された後、送受分離
器２４を介して診断用探触子２を構成する振動素子に供
給されるようになっている。診断用探触子２により生体
内から受信された超音波の受信信号は、送受分離器２４
を介して増幅器２５に道びかれて増幅された後、受波整
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相回路２６において受信信号の位相を調整することによ
り生体内の所望の部位からの受信信号を強調した信号に
変換する。受波整相回路２６から出力される受信信号に
基づいて、信号処理部２７とＤＳＣ（ディジタルスキャ
ンコンバータ）２８にて診断像が生成され、モニタ２９
に表示される。これらの診断装置に係る部分は、周知の
超音波診断装置を適用できる。
【００２０】上述の治療パルス発生回路１１、治療波遅
延回路１２、診断パルス発生回路２１、診断送波遅延回
路２２、受波整相回路２６、信号処理部２７、ＤＳＣ２
８は、コンピュータにより形成される制御部３０の指令
によって制御されるようになっている。また、操作者
は、操作器３１から制御部３０に指令を入力するによっ
て、各種の診断条件や治療条件を設定できるようになっ
ている。
【００２１】このように構成される超音波治療装置を用
いて、超音波治療を行なう場合の動作について、図４の
タイムチャートを参照しながら、次に説明する。図４
は、横軸に時間を示し、縦軸は動作を示している。ま
ず、治療プローブ１を被検体の体表面に接触させて、又
は術中に開腹した状態の臓器表面に接触させて、所望の
治療部位を含む生体内に向けて把持する。
(治療部位の観察：ｔ１～ｔ２)まず、治療に先立って治
療部位を撮像するため、操作器３１から撮像開始の指令
を入力すると、これに応答して制御部３０は診断パルス
発生回路２１と診断送波遅延回路２３に指令を出力す
る。これにより、診断パルス発生回路２１と診断送波遅
延回路２３が動作し、診断用探触子２から被検体内に超
音波ビームが照射される。この超音波ビームは、診断用
探触子２の振動子の配列方向に沿って走査され、被検体
の扇形の断層面に沿った領域に超音波ビームが照射され
る。超音波が照射された領域から反射される超音波は、
治療用探触子２の振動子により受信される。その受信信
号は、受波整相回路２６において超音波ビームごとに整
相処理され、信号処理部２７及びＤＳＣ２８からなる画
像処理部により断層面の２次元画像が生成され、モニタ
２９に表示される。このようにして断層像を観察しなが
ら生体内を診断する。そして、断層像上に治療部位が現
れた場合は、治療を実行する。
（治療動作：ｔ２～ｔ３）治療部位が断像上に現れた場
合、治療プローブ１を現在位置に保持する。まず、制御
部３０は、ＤＳＣ２８に記憶されている断層像に基づい
て、治療用振動子３の例えば中心の振動素子３

ｍ
を基準

に治療部位７までの距離Ｌ
ｍ
を計算する。そして、治療

用振動素子３
ｍ
に供給する駆動パルスに対し、各治療用

振動素子３
１
～３

ｎ
に供給する駆動パルスの遅延時間τ

１
～τ

ｎ
を求めて治療波遅延回路１２に出力する。治療

波遅延回路１２は治療パルス発生回路１１から出力され
る超音波パルスに基づいて、各治療用振動素子３

１
～３

ｎ
に供給する駆動パルスを遅延時間τ

１
～τ

ｎ
に従って

6
順次出力する。これにより、治療用振動素子３

１
～３

ｎ

から射出される超音波は治療部位７に収束され、治療部
位７を加熱し、焼灼して病変部位を治療する。
（治療の繰返し操作：ｔ４～ｔ５、ｔ６～ｔ７、…）上
述の治療操作を間隔をおいて繰返し治療を行なう。この
治療の繰返しごとに、一定時間（Δｔ）、断層像を再度
撮像して治療部位までの距離を再計測し、これに基づい
て駆動パルスの遅延時間τ

１
～τ

ｎ
の計算を行ない、治

療用振動子３の焦点位置を修正する。これにより、実質
的に、リアルタイムで焼灼の状態を確認しながら、治療
プローブ１から高エネルギの超音波を治療部位に照射す
ることができるので、治療の信頼性、安全性が向上す
る。
【００２２】一箇所の治療部位の治療が終了したら、最
初に戻り、治療プローブ１を移動して他の治療部位を観
察し、照準を合わせて治療を実行する。このようにして
生体内の所望とする治療部位について超音波照射による
治療を終了する。ところで、治療用振動子３からの超音
波の照射時間は、生体に与えた熱により治療域以外が損
傷を受けないように、超音波治療による熱が十分に拡散
する時間を空けて行なうことが望ましい。
【００２３】上述したように、図１及び図３の実施の形
態によれば、治療用振動子３から射出される高エネルギ
の超音波の焦点位置を可変にできることから、焦点位置
が異なる複数のプローブを用意して、治療中に交換する
必要がなくなり、治療時間を短縮することができる。従
来に比して、比較的短時間で病変部を治療することがで
きるから、患者の苦痛を軽減できる。
【００２４】また、図１に示すように、治療用振動子３
の間に診断用探触子２を配置したことから、治療部位が
診断用探触子２により計測される断層像上に位置するこ
とになり、生体内の治療部位を常に観察しながら治療す
ることができる。つまり、治療用振動子３から射出され
る超音波ビームの焦点位置が、診断用探触子２から射出
される超音波ビームの走査面上に位置するように一体形
成することが好ましい。
【００２５】また、図４に示すように、治療操作の繰返
しごとに断層像を撮像するようにしていることから、体
動や手ぶれなどの影響により、誤って正常部位を焼灼す
ることを防ぐことができ、安全性を向上させることがで
きる。
【００２６】図１の実施形態の治療用振動子３は、振動
素子の配列方向の超音波射出面を凹面状に形成し、振動
素子列の幅方向には平面状に形成したものを示したが、
本発明はこれに限られるものではない。例えば、振動素
子列の幅方向にも凹面状に形成することができる。ま
た、超音波射出面の全面を平面状に形成してもよい。
【００２７】
【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、1
つの治療プローブで異なる深度の治療部位に治療用超音
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波を照射することができる。
【００２８】また、診断像で治療部位を実質的に観察し
ながら、超音波治療することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る超音波治療プローブの一実施形態
の構成を示す摸式図である。
【図２】図１の超音波治療プローブの焦点調整を説明す
る図である。
【図３】本発明に係る超音波治療装置の一実施形態の構
成図である。 *

8
*【図４】図４の実施形態の動作を説明するためのタイム
チャートである。
【符号の説明】
１  治療プローブ
２  診断用探触子
３  治療用振動子
４  プローブ支持部
５  プローブカバー
６  可変フォーカス制御部
７  治療部位

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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